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森林整備資格者名簿登録留意事項 

令和８・９・10年度物品関係入札参加 

資格者名簿（森林整備）登録事業者各位 

 

 兵庫県が発注する治山事業で実施する森林整備工事については、電子入札システムによ

る指名競争入札を実施していますが、契約予定金額が 1,000 万円以上の場合は、一般競争

入札を導入しています。 

 このたびの照会は、入札参加者の選定にあたって、公共工事に必要な施工・品質・安全

等の管理や技術確保等の観点から、兵庫県物品関係入札参加資格者名簿に「大分類：役務

の提供、小分類：森林整備」に登録されている貴社の状況について把握したく、林業専門

技術者の数、作業班の体制、施工実績などの届出をお願いしているものです。 

 なお、参考Ⅲ、参考Ⅳの兵庫県森林整備業務入札参加者選定要綱(R8.4.1～)(以下「選定

要綱」という。)、参考Ⅴの森林整備業務に係る一般競争入札実施要領(R8.4.1～）(以下「実

施要領)という。)の条件を満たしていない場合は、今回の提出は不要です。条件が整った時

点で、適宜提出くださいますようお願いいたします。提出いただいた書類は、随時受け付

け、入札参加者の選定に反映してまいります。 

 ☑森林整備工事に係る工事実績及び技術力等の届出に係る様式等については、兵庫県ホームペー

ジに掲載しています。(https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk15/shinrinseibi.html) 

記 

 

１ 治山事業で実施する森林整備工事の概要 

 

  治山事業による森林整備工事は、森林の有する公益的機能（災害の防止、水源涵養機

能など）が低下した保安林（森林法第 25条に基づき指定された森林）の回復を図るため

の公共工事です。主な工事内容は、スギ、ヒノキなどの人工林における本数調整伐（間

伐）、除伐、植栽、間伐木を利用した筋工などです。 

  公共工事であるため、工事内容により土木工事と同様に施工・品質・安全等の管理を

必要としています。また、国から補助金を受けており、県の検査のほか、会計検査院の

検査対象となります。 

 

２ 入札参加までの手続きの流れ 

 

 ① 兵庫県物品関係入札参加資格者名簿への登録申請 

  （登録区分：大分類「役務の提供」小分類「森林整備」） 

 

 ② 治山事業の実施に必要な林業専門技術資格、施工能力、実績等の有無の届出 

  （今回の照会） 

 

 ③ 治山事業 森林整備工事に係る入札参加者選定総合情報への登録 

 

④ 総合情報に基づき、競争入札の実施 
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３ 整備内容の区分とその要件（令和８年４月 1日より一部資格要件を改正しています。） 

詳細は参考Ⅰのとおり 

（令和 8年４月 1日以降） 

整備内容 専門技術者の資格要件 作業班 

〔Ａ〕 

・スギ、ヒノキ人工林の本数調

整伐、下刈、除伐、枝落とし、

地拵え、改植等 

・広葉樹林の本数調整伐等 

・管理技術者１名以上 

（林業技士、技術士、フォレストマ

ネージャー） 

・現場技術者１名以上 

（林業作業士、森林整備士、フォレ

ストワーカー、フォレストリーダ

ー、技術士補、森林整備に関する実

務経験年数(「Ａの整備内容」相当)

５年以上(高等学校、林業大学校、大

学で森林・林業に関する学科・科目を

修了した者)又は 10年以上 

年間 60 日以上就

業できる作業班

(班長と２名以上

の班員)を１班以

上有すること。 
注）発注金額により

作業班の必要数は

異なります。 

〔Ｂ〕 

・人家裏等の帯状伐開 

・大径木の点的な除去作業 

・竹林伐採 

・治山施設管理の伐採、補植等 

林業の専門技術者の資格は不要 

 

４ 入札にあたっての留意事項 

（１）指名競争入札の制限事項 

   入札参加資格制限基準、兵庫県指名停止基準に該当する場合は、入札に参加できませ

ん。 

（２）競争入札にあたっての考慮事項 

指名競争入札の指名にあたって、整備内容に〔Ａ〕の区分内容が含まれる場合は必

須要件である管理技術者数、現場技術者数を、また、〔Ａ〕〔Ｂ〕の区分に関わらず作

業班数、退職金共済制度等並びに社会保険等への加入状況、安全管理状況等の要素を

発注者が考慮します。 

（３）最低制限価格の設定 

    施工管理、安全対策の徹底、工事の品質確保を図るため、最低制限価格を設定し、

これ未満での入札は失格とします。 

 

５ 県営森林整備事業の一般競争入札の実施について 

入札事務上の負担や経費の軽減ができる電子入札を令和４年９月から導入したことを

ふまえ、機会均等の原則にのっとり、透明性や競争性、公正性、経済性を確保すること

ができる一般競争入札を導入しています。 

一般競争入札は、地域要件を県内全域として、契約予定金額が1,000万円以上の場合に、

実施しています。 

入札公告は、兵庫県ホームページの「入札・公売情報」中、「入札公告（委託・役

務）」に掲載することにより行います。 

(URL：https://web.pref.hyogo.lg.jp/bid/bid_opn_02.html) 
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６ 契約にあたっての留意事項 

 

（１）履行保証 

    履行保証保険証書の提出あるいは契約保証金などの履行保証を免除することができ

ます。その場合は、参考Ⅱの誓約書（様式８）の提出が必要です。 

（２）下請 

   工事の一部を下請の事業体で施工できるが、包括下請（いわゆる丸投げ）は禁止で

す。下請会社に管理技術者、現場技術者の要件は求めません。 

 

７ 社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の加入状況について 

   治山事業における森林整備工事の技能労働者の処遇向上を図り、森林整備工事の持

続的な発展に必要な人材の確保につなげるとともに、法定福利費を適正に負担する業

者による公平で健全な競争環境の構築を目的とし、社会保険等加入対策を推進します。 

   令和８・９・10年度において、発注者の選定要綱により、入札参加者の社会保険等

への加入状況を考慮することとしていますので、貴社における社会保険加入状況を別

添の届出書に記入願います。なお、下記に示す社会保険等への加入適用除外の事業体

につきましては、その旨記入願います。 

 

（１）健康保険及び厚生年金の加入状況の確認書類については、下記のいずれかを提出し

てください。  

・申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し  

・申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明（確認）書」の原本  

・申請時直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」

の写し 

（注）適用事業所（法人及び従業員が常時 5 人以上の個人事業主）であって、健康保険につい

て全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険（建設国保）等に加入の場合は、

健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の

被保険者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。 

※「適用事業所」とは、健康保険・厚生年金保険は法人の事業所（営業所）及び個人経営

で 常時５人以上の労働者を使用する事業所（営業所）をいい、雇用保険にあっては労働

者を１ 人でも雇用する事業所（営業所）をいいます。  

 

（２）雇用保険の加入状況の確認書類については、下記の書類を提出してください。 

 ・申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の

納入に係る「領収済通知書」の写し 

 

［健康保険の適用除外］  

  ・一人親方や常用労働者が５人未満である個人事業主  

     ・健康保険適用除外の承認を受けた常用労働者が５人以上の個人事業主及び法人事業所  

（上記の場合、国民健康保険組合に加入している場合、改めて協会けんぽに入り直す必要は

ありません。）  
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［厚生年金保険の適用除外］  

・一人親方や常用労働者が５人未満である個人事業主  

 

［雇用保険の適用除外］  

・一人親方や個人事業主、役員のみの法人  

4



参考Ⅰ 

①Ａの整備内容が含まれる場合の資格要件 

技術者名 人 数 資 格 

管理技術者 １名以上 

林業技士 

技術士（森林部門） 

フォレストマネージャー（総括現場管理責任者） 

 

現場技術者 
１名以上 

林業作業士（基幹林業作業士、林業技能作業士を含む） 

森林整備士 

フォレストワーカー（林業作業士） 

フォレストリーダー（現場管理責任者） 

技術士補（森林部門） 

森林整備に関する業務(Ａの整備内容相当)について、以下の実務経

験を有する者 

①５年以上 ：高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関する

学科・科目を修了した者 

②１０年以上：上記①以外の者 

 

②専門技術者の資格内容 

資 格 名 内 容 

林業技士 
森林林業に関する専門的技術者の資格認定・登録制度(Ｓ53年～) 

 (社)日本森林技術協会が実施する研修修了後に登録を受けた者 

技術士 
（森林部門） 

技術士法に基づいて行われる国家試験（技術士第二次試験）に合格

し、技術士法第３２条１項の定めによる登録を受けた者 

技術士補（森林部門） 
※1及び修習技術者 

技術士法に基づいて行われる国家試験（技術士第一次試験）に合格

し、技術士法第３２条２項の定めによる登録を受けた者 
※1 技術士補には、森林部門にかかる技術士第一次試験合格者及びそ

れと同等と認められた者（JABEE認定プログラム修了者）を含む 

林業作業士 
（基幹林業作業士、林業技

能作業士を含む） 

兵庫県又は財団法人兵庫県営林緑化労働基金（林業労働力確保支援

センター）から、林業作業士（基幹林業作業士、林業技能作業士を

含む）として認定された者 

 若年の林業労働者を対象に知識、技能研修を実施し、修了後に認

定(約 10名／年) 

森林整備士 
社団法人兵庫県林業会議又は兵庫県森林組合連合会から森林整備士

として認定された者（令和 5年度から資格講習の実施は行わない） 

フォレストワーカー 

（林業作業士） 

「研修終了者に係る登録制度の運用について」に基づき、所定の研

修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者 

フォレストリーダー 

（現場管理責任者） 

「研修終了者に係る登録制度の運用について」に基づき、所定の研

修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者 

フォレストマネージャー 

（総括現場管理責任者） 

「研修終了者に係る登録制度の運用について」に基づき、所定の研

修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者 

森林整備業務に関する実

務経験※ 
※要綱第２章第１条に規定の

「Ａの整備内容」相当 

①５年以上 ：高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関する

学科・科目を修了した者 

②１０年以上：上記①以外の者 
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参考Ⅱ 

誓  約  書 

 

 下記１の契約（以下「本契約」という。）に係る契約保証金の免除について、下記２の事

項を誓約する。 

 

記 

 

１ 契約名 

○○○○○○○○○○○○ 

 

２ 誓約事項 

 ⑴ 次の契約について、すべて誠実に履行したこと。 

契約履行年月日 契 約 名   契約金額 契約の相手方    

    

 
⑵ 本契約についても、誠実に履行すること。 

 

⑶ 上記⑴及び⑵に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一

切の措置について異議を述べないこと。 

 

令和  年  月  日 

 

兵庫県知事 様 

 

                   所 在 地 

                   名 称 

                   代表者職氏名 

                   電 話 

                   電子メー ル 
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［留意事項］ 

 誓約書の２⑴には、過去２年間（注１）に国（公社・公団を含む。）、地方公共団体その

他知事が指定する公共的団体（注２）とその契約と種類（注３）及び規模（注４）をほぼ同

じくする（注５）契約を数回以上（注６）にわたって締結し、履行したもののみを記入する

こと。また、その契約実績が確認できる書類（契約書（変更契約書を含む。）の写し、履行

実績証明書等のいずれか）を添付すること。ただし、入札参加申込時等に提出したものと

同一のものであれば添付不要とする。 
 

（注１）「過去２年間」とは、契約を締結しようとする日を起算日とする。 

（注２）「その他知事が指定する公共的団体」とは、兵庫県住宅供給公社､兵庫県道路公社､兵庫県

土地開発公社又は国若しくは兵庫県が資本金､基本金その他これらに準ずるものの 2 分の 1

以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社をいう。 

（注３）「種類」とは、次表のとおりとする。（例示） 

区 分 種  類 

物品関係役務の調

達契約 

・製造の請負 

・物件の買入れ、借入れ 

・測量・建設コンサルタント等業務以外の役務の調達 

（注４）「規模」とは、契約金額をいう。ただし、長期継続契約による場合は、契約書に月額の記

載があるときは、契約金額に 12 を乗じて得た金額とし、月額の記載がないときは、契約総

額を契約月数で除した額に 12を乗じて得た金額を指すものとする。 

（注５）「ほぼ同じくする」とは、契約予定金額の７割に相当する金額以上のものをいう。 

（注６）「数回以上」とは、２回以上をいう。 
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別紙１－１ 

兵庫県森林整備業務入札参加者選定要綱 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 競争入札に参加する者（以下「入札参加資格者」という。）の指名基準等につ

いては、兵庫県財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号。以下「財務規則」という。）、

昭和４１年兵庫県告示第１４９号「一般競争入札等に参加する者に必要な資格等」（以

下「告示」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（適用範囲） 

第２条 この要綱は、県が発注する役務のうち、治山事業に係る森林整備業務（以下「業

務」という。）に適用する。 

 

（入札参加資格者の施工能力等の一覧表） 

第３条 農林水産部治山課長（以下「治山課長」という。）は、物品関係入札参加資格

者名簿の希望業種に「大分類：役務の提供、小分類：森林整備」で登録されている者

の施工能力、実績等を示した一覧表（以下、総合情報）の整理を行う。 

 

第２章 指名基準 

 

（指名要素） 

第１条 入札に参加させる者（以下「入札参加者」という。）の指名に当たっては、次

に揚げる指名要素を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければなら

ない。 

 

（１）入札参加資格 

ア 物品関係入札参加資格者名簿の希望業種に「大分類：役務の提供、小分類：森

林整備」で登録されている者のうち履行能力を有するもの。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に基づく

資格制限期間中の者でないこと。 

ウ 兵庫県指名停止基準（平成６年６月１６日制定）に基づく指名停止期間中の者

でないこと。 

 

（２）履行能力 

  ア 技術者については、下記の整備内容ごとに定める。 

区 分 整備内容 

Ａ 

・人工林の本数調整伐、下刈、除伐、枝落とし、地ごしらえ、改植等 
・広葉樹林の本数調整伐、受光伐等 

※単に伐採するだけの行為でなく、残存木の保護や樹種の特性など、

林業の知識を必要とする施業 

Ｂ 

・人家裏等の支障木の帯状伐開 
・大径木の点的な除去作業 
・竹林伐採 
・治山施設管理の伐採・補植等（山腹工、谷止工等の植栽木の管理等） 

参考Ⅲ　　　
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（Ａの整備内容が含まれる場合） 

 森林整備を施行するには下記の管理技術者と現場技術者を有していること。な

お、管理技術者は、全ての契約箇所について兼任することができるが、現場技術

者は契約希望金額が４５，０００千円以上の箇所については専任とする。 

  また、管理技術者と現場技術者は兼任することができる。 

技術者名 人 数 資 格 

管理技術者 １名以上 

林業技士 

フォレストマネージャー（総括現場管理責任者） 

技術士（森林部門） 

現場技術者 １名以上 

林業作業士（基幹林業作業士、林業技能作業士を含む） 

森林整備士 

フォレストワーカー（林業作業士） 

フォレストリーダー（現場管理責任者） 

技術士補（森林部門） 

森林整備に関する業務(Ａの整備内容相当)について、

以下の実務経験を有する者 

①５年以上 

高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関す

る学科・科目を修了した者 

②１０年以上 

上記①以外の者 

  （注）１ 資格の内容については別表のとおり 

     ２ 現場技術者の資格については、他府県等で取得した同等の資格を認める。 

 

（Ｂの整備内容のみの場合） 

 管理技術者と現場技術者の資格は要しない。 

 

イ 森林整備を施行するには下記の作業班を有していること。なお、作業班とは森 

林整備の作業を行う単位で、１人の班長と２名以上の班員から構成されるものと

する。 

作業班要件 年間 60日以上就業できる作業班を有すること 

 

（３）森林整備の施工実績 

   森林整備の施工実績を考慮することができる。 

 

（４）県発注の森林整備の工事成績 

ア 当該年度に完成した森林整備の工事成績が１件６５点未満である場合は、指名

しないことができる。 

イ 森林整備に係る施工管理が不適切である場合は、指名しないことができる。 

 

（５）地域性 

 ア 中小企業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため、地元業者等で

施工が可能な森林整備にあっては、極力地元業者等に受注機会の確保を図るよ

う考慮するものとする。 

  イ 原則として、県内に主たる営業所を有している者とする。  
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（６）受注機会の均衡等 

選定及び受注の状況を勘案し、入札参加者の選定が特定の者に偏しない受注機会

の均衡を図ること。 

 

（７）労働福祉の状況 

  ア 林業退職金共済、中小企業退職金共済、建設業退職金共済、兵庫県営林緑化労

働基金への加入状況及び独自の退職金積み立て状況を尊重すること。 

イ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく障

害者の雇用人数の達成状況を尊重すること。 

ウ 社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）の加入状況を尊重すること。 

 

（８）安全管理の状況 

 過去２年間に、重大な労働災害の発生がないこと等、安全管理体制が優良である

場合は十分尊重すること。 

 

（９）経営内容の状況 

   金融機関からの取引停止に至らないが、経営状態が客観的に不健全であると認め

られる者でないこと。 

 

（10）反社会的な行為又は不誠実な行為の有無 

 次の次項に該当する者は指名することができない。 

ア 森林整備工事請負契約書に基づく措置請求に請負者が従わないこと等、請負契

約の履行が不誠実であること。 

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機

関等からの情報により請負者としての下請契約関係が不適切である者。 

ウ 入札参加資格制限及び指名停止に該当しない者にあっても、著しく社会的信用

を失墜させ、また、誠実性に欠ける行為を行った者。 

 

（発注対応工事金額の範囲） 

第２条 発注対応工事金額の範囲は、下表を標準とする。 

 

１件の設計金額 必要作業班数 

5,000 千円未満 1班以上 

5,000 千円以上 20,000 千円未満 2班以上 

20,000 千円以上 30,000 千円未満 3班以上 

30,000 千円以上 4班以上 

 

（指名業者基準数） 

第３条 指名業者基準数は、次に掲げる契約予定金額の区分に応じて、次に掲げる数以

上を選定するものとする。 

  ただし、基準数に満たない妥当な理由がある場合は、この限りでない。 

 

（１）５，０００千円未満                  ５人 

（２）５，０００千円以上１０，０００千円未満        ８人 

（３）１０，０００千円以上                １０人 
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第３章 雑 則 

 

（報告） 

第４条 契約担当者は、資格者名簿に登載された者について「入札参加資格制限基準及

び指名停止基準」に該当する事実を知ったときは、主管の部局長に報告しなければな

らない。 

 

（随意契約による見積参加者の選定） 

第５条 随意契約による場合の見積参加者の選定は、原則としてこの要綱の規定を準用 

する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第２章第１条関係） 

資 格 名 内 容 

林業技士 社団法人日本森林技術協会の定める林業技

士の登録を受けた者 

技術士（森林部門） 技術士法に基づいて行われる国家試験（技

術士第二次試験）に合格し、技術士法第３

２条１項の定めによる登録を受けた者 

技術士補（森林部門） 

及び修習技術者 

技術士法に基づいて行われる国家試験（技

術士第一次次試験）に合格し、技術士法第

３２条２項の定めによる登録を受けた者 

技術士補には、森林部門にかかる技術士第

一次試験合格者及びそれと同等と認められ

た者（JABEE 認定プログラム修了者）を含む。 

林業作業士（基幹林業作業士、林業技

能作業士を含む） 

兵庫県又は財団法人兵庫県営林緑化労働基

金（林業労働力確保支援センター）から、

林業作業士（基幹林業作業士、林業技能作

業士を含む）として認定された者 

森林整備士 社団法人兵庫県林業会議又は兵庫県森林組

合連合会から森林整備士として認定された

者 

フォレストワーカー 

（林業作業士） 

「研修終了者に係る登録制度の運用につい

て」に基づき、所定の研修を修了した者で、

林野庁に登録申請し登録証を通知された者 

フォレストリーダー 

（現場管理責任者） 

「研修終了者に係る登録制度の運用につい

て」に基づき、所定の研修を修了した者で、

林野庁に登録申請し登録証を通知された者 

フォレストマネージャー 

（総括現場管理責任者） 

「研修終了者に係る登録制度の運用につい

て」に基づき、所定の研修を修了した者で、

林野庁に登録申請し登録証を通知された者 

森林整備業務に関する実務経験※ 

 

※第２章第１条に規定の「Ａの整備内

容」相当 

①５年以上 

高等学校、林業大学校、大学で森林・

林業に関する学科・科目を修了した者 

②１０年以上 

上記①以外の者 
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兵庫県森林整備業務入札参加者選定要綱の運用 

 

 
第１ 入札参加資格（第２条の１号） 
 物品関係入札参加資格者名簿の小分類希望業種の登録順位は、入札参加者選定におい

て考慮しないものとする。 

 
第２ 履行能力（第２条の２号） 
１ 現場技術者は、４５，０００千円以上の森林整備工事（以下「工事」という。）に

おいて、重複配置することができないため、既に配置された現場技術者数を把握して

入札参加者を選定すること。 

 
２ 現場技術者の資格については、他府県等で取得した同等の資格を認めるものとする。 

 
３ 指名回数及び受注回数が少ないものを優先的に選定するものとする。 

 
４ 重大な労働災害とは、休業日数が４日以上の労働災害をいう。 

 
 

附 則 

この運用は、平成２０年６月１日から施行する。 

附 則 

この運用は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この運用は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この運用は、令和５年10月１日から施行する。 

附 則 

この運用は、令和７年４月１日から施行する。 

 

参考Ⅳ　　　
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別紙３ 
森林整備業務に係る一般競争入札実施要領 

 

（令和５年３月 23日 治第 2961 号） 

改訂（令和５年10月 31 日 治第 2317 号） 

改定（令和６年 ３月 28日 治第 3147 号） 

改定（令和７年 ３月 27日 治第 2775 号） 

改定（令和７年10月 27 日 治第 1942 号） 

改定（令和７年12月 26 日 治第 2174 号） 

改定（令和８年 ３月 17 日 治第 2464 号） 

 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号。以下「政令」という。）及

び財務規則（昭和39年兵庫県規則第 31号）の規程に基づき、兵庫県（以下

「県」という。）が発注する役務のうち、治山事業による森林整備業務に係る

一般競争入札に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（一般競争入札対象業務） 

第２条 一般競争入札により実施する業務は、予定価格（消費税及び地方消費税

を含む）が１千万円以上の業務とする。 

２ 前項の規定により一般競争入札を行うときは、入札執行後に決定した落札候

補者から順に入札参加資格の確認を行い、適格である者を落札決定する事後審

査型により行うものとする。 

 

（入札参加資格） 

第３条 一般競争入札に参加することができる者は、物品関係入札参加資格者名

簿（以下「名簿」という。）に登録されている者で、次の各号に掲げる事項の

いずれの要件も満たすものとする。 

(1) 名簿の希望業種に「大分類：役務の提供、小分類：森林整備」で登録され

ている者であること。 

(2) 政令第 167 条の４の規定に基づく資格制限期間中でないこと。 

(3) 兵庫県指名停止基準（平成６年６月 16日制定）に基づく指名停止期間中

でないこと。 

(4) 兵庫県森林整備業務入札参加者選定要綱（平成20年６月１日施行。以下

「選定要綱」という。）第２章第１条第２項の規定による管理技術者及び現

場技術者を、当該工事に適正に配置できる者であること。 

   なお、配置する管理技術者は、請負者に各業態における常時雇用関係（年

参考Ⅴ　　
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間210 日以上の就業、入札参加申込日以前に３ヶ月以上の雇用関係等）があ

る者であること。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て

（旧会社更生法（昭和 27年度法律第 172 号）に基づくものを含む。）又は民

事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと（ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がな

されている者については、契約担当者が経営状況等を勘案して入札参加資格

を認めることができる。）。 

 (6) 当年度に完成した森林整備業務がある場合、その成績が１件65点未満で

ないこと。 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法

人であってその役員が暴力団員でないこと。 

(8) 選定要綱第２章第２条の規定による必要作業班数を有している者であるこ

と。 

(9) 兵庫県内に主たる営業所を有すること。 

ただし、主たる営業所が兵庫県外の場合、兵庫県内の支店、営業所等に兵

庫県との契約権限を委任できること。 

(10) 兵庫県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

(11) 兵庫県の物品関係入札参加者名簿に登録された代表者又は受任者の名義で

電子認証（ICカード）を取得し、その情報を兵庫県電子入札共同運営シス

テム（以下「電子入札システム」という。）の「県（治山森林整備）」に登

録している者であること。 

(12) その他契約担当者が特に必要と認める要件を満たしている者であること。 

 

（入札の公告） 

第４条 契約担当者（財務規則第２条第８号に規定する契約担当者をいう。以下

同じ。）は、政令第 167 条の６第１項及び財務規則第83条第１項の規定に基づ

き、次に掲げる事項について入札の公告（以下「公告」という。）を行う。 

(1) 入札に付する事項（工事名等）及び応募方法 

(2) 入札に参加する者に必要な資格 

(3) 契約条項を示す場所及び期間 

(4) 公告事務を担当する行政組織規則に規定する課（室）又は財務規則第２条

第２号に規定するかいの名称及び所在地 

(5) 入札参加の手続に関する事項 

(6) 入札の場所、日時及び方法 

(7) 入札に関する条件 

(8) 無効とする入札に関する事項  

(9) 支払条件等に関する事項 

(10)  その他特に必要な事項 

２ 公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前から第６条第２項

に規定する入札参加申込書の提出期限日（以下「申込期限日」という。）まで
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兵庫県ホームページの「入札・公売情報」中、「入札公告（委託・役務）」に掲

載することにより行うものとする。 

 

 （入札参加申込書の交付） 

第５条 契約担当者は、一般競争入札に参加を希望する者に対し、入札参加申込

書（様式１号。以下「申込書」という。）を公告の日から申込期限日までの

間、交付する。 

 

（入札参加の申込み） 

第６条 契約担当者は、次の各号に従い、入札参加申込者に申込書を提出させ

る。 

(1) 申込書の提出は、電子入札システムにより行うこととし、その旨を公告に

おいて明らかにする。 

(2) 申込期限日以降は、原則として申込書の差替え又は再提出を認めない。 

(3) 申込書の作成に係る費用は、入札参加申込者の負担とする。 

(4) 提出された申込書は、入札参加資格の確認以外に入札参加申込者に無断で

使用しない。 

(5) 提出された申込書は、返却しない。 

２ 契約担当者は、申込書の提出期間は、原則として公告を行った日から起算し

て７日間以上を確保する。 

３ 契約担当者は、入札執行が終了するまでは、入札参加申込者数及び入札参加

申込者名を公表してはならない。 

 

 （設計図書に対する質問） 

第７条 契約担当者は、必要があると認められるときは、設計図書に対する質問

を受け付けることとし、原則として現場説明会は実施しない。 

２ 前項の質問は、電子入札システムにより行うものとし、受付期間は、原則と

して公告の日から入札日の８日前（土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定

める条例（平成元年兵庫県条例第 15 号）に定める県の休日を除く。次項の日

数の計算も同様とする。） 

３ 質問に対する回答は閲覧方式とし、質問書の提出期限日の翌日から起算して

原則として３日以内に閲覧を開始し、少なくとも２日以上閲覧させる。 

４ 前項の閲覧場所は、電子入札システム上で行うものとする。 

 

 （入札保証金及び契約保証金） 

第８条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、契約希望金

額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の 100 分の５以上の入札保証金を
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入札日の前日までに納めさせなければならない。ただし、財務規則第 84条第

１項ただし書の規定に該当する場合は、入札保証金を納めさせないことができ

る。この場合において、入札保証保険契約の締結によるときは、入札保証保険

の保険期間は、契約を締結する日までとしなければならない。 

２ 落札者に係る入札保証金は、契約締結の日まで保管する。 

３ 契約担当者は、契約締結までに落札者に契約金額の 100 分の 10 以上の契約

保証金を納めさせなければならない。 

  ただし、財務規則第100 条第１項ただし書の規定に該当する場合は、契約保

証金を納めさせないことができる。 

 

 （入札の執行） 

第９条 契約担当者は、入札に参加しようとする者に、第１回目の入札に際し、

設計図書に示す様式による工事費内訳書を提出させる。 

２ 契約担当者は、開札するに当たっては、入札者又はその代理人に立ち会わ

せ、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係の

無い職員を立ち会わせる。 

３ 入札の執行回数は２回を限度とし、初度の入札において、落札候補者がいな

い場合は、直ちに再度の入札を行う。 

  なお、落札候補者として決定したすべての者について入札参加資格がないと

した場合は、日を改めて再度入札を行う。 

 

 （入札の執行の取消し又は中止） 

第 10 条 契約担当者は、不正その他の理由により競争の実益がないと認めると

きは、その入札の執行を取り消すことができる。 

２ 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行

を中止することができる。 

 

（無効とする入札） 

第 11 条 契約担当者は、財務規則第 90条の規定に該当する入札は、無効としな

ければならない。公告に掲げた入札参加資格のない者のした入札、申込書に虚

偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と

する。 

 

 （落札者の決定等） 

第 12 条 契約担当者は、法第 234 条第３項の規定による落札者の決定を下記に

より行う。 

 (1) 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格
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をもって入札した者のうちから落札候補者を決定し、落札者の決定を保留し

たうえで開札を終了する。 

 (2) 契約担当者は、落札候補者の決定後、速やかに落札候補者に連絡し、入札

参加資格を確認するため、次の各号に定める入札参加資格確認資料（以下

「確認資料」という。）の提出を求める。この場合において、落札候補者

は、確認資料の提出を指示された日の翌日から起算して、原則として２日以

内（土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条

例第15号）に定める県の休日を除く。）に提出しなければならない。ただ

し、入札公告に別に定めがある場合及び契約担当者が別に提出日を指定した

場合は、この限りではない。 

 ① 名簿の希望業種で「森林整備」を選択していることが分かる資料 

   物品関係入札参加資格審査結果通知書等の写し。 

 ② 当年度に完成した同種工事の施工実績及び成績評定点  （様式２号） 

   当年度に成績評定の対象※である同種工事の施工実績がある場合に提出す

る。 

※県営工事においては最終請負金額400 万円以上の工事 

③ 配置予定技術者の資格                 （様式３号） 

複数記載を可とし、記載技術者のうちから配置させる。 

④ 作業班数                       （様式４号） 

⑤ 誓約書（現場技術者の専任）              （様式５号） 

  契約希望金額が 45 百万円以上の工事の場合に提出する。 

⑥ その他契約担当者が必要と認める資料 

(3) 契約担当者は前項の確認資料が提出された日の翌日から起算して、原則と

して３日以内（土曜、日曜及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元

年兵庫県条例第 15号）に定める県の休日を除く。）に入札参加資格の確認を

行い、入札参加資格を満たしていることを確認したときは落札決定する。た

だし、落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじ引

きを実施して審査の対象となる順位をつけ、順位が上位の（数字が小さい）

者の審査の結果によって、順位が上位の者を落札者とする。この場合におい

て、落札者となるべき同価の入札をした者に対し、くじを引くことを辞退さ

せてはならない。 

 (4) 入札参加資格の確認基準日は申込期限日とする。ただし、配置予定技術

者の専任性の確認については、第２項で定める提出期限日を基準日とし、そ

の確認は落札候補者から誓約書（様式５号）を提出することにより行うこと

とする。基準日について、入札公告に特に記載がある場合はその内容により

取り扱う。 

 (5) 契約担当者は、落札候補者の入札参加資格に疑義が生じたときは、審査
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会等に諮り、審査会等の審議により入札参加資格の有無を決定する。 

 (6) 落札候補者が第２項における確認資料を提出期限内に提出しないとき、

又は落札候補者が契約担当者の指示に応じないときは、当該落札候補者のし

た入札は、入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とする。 

 (7) 第２項における確認は、落札候補者が入札参加資格を満たしていること

が確認できるまで順次行う。 

 (8) 契約担当者は、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札

の決定を取り消さなければならない。 

 (9) 契約担当者は、落札候補者に入札参加資格がないことを認めた場合は、

当該落札候補者に対して書面（様式６号）により通知する。 

   なお、書面には入札参加資格がないと認めた理由及び次条第１項の説明

を求めることができる旨を付記する。 

(10) 契約担当者は、落札者を決定した場合において、前項の場合を除き落札

者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、当該請求を行

った入札者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が

無効とされた場合にあっては、無効とされた理由）を、当該請求を行った入

札者に書面（様式７号）により通知する。 

 

 （苦情の協議） 

第 13 条 前条第９項の確認結果に不服がある非資格者は、確認通知書を受理し

た日の翌日から起案して５日以内）兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫

県条例第15号）に定める件の休日を除く。本条及び次条の日数の計算につい

ては同様とする。）に、一般競争入札参加資格がないと認めた理由について、

契約担当課長（かい執行にあってはかい長をいう。以下同じ。）に書面（様式

は任意）を持参することにより説明を求めることができる。 

２ 契約担当課長は、前項の要請があったときは、説明を求めた者に対して、要

請期限日の翌日から起算して３日以内（技術審査を必要とする場合は、10日

以内）に書面（様式８号）により回答する。 

 

（入札結果の公表） 

第 14 条 契約担当者は、開札後速やかに開札結果表（予定価格及び最低制限価

格を消去したもの）を入札者及び入札立会者に示すとともに、落札決定後、最

終入札結果及び入札の経緯を閲覧の方法により落札決定日の翌日（土曜、日曜

及び祝日等、兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第 15号）に定

める県の休日を除く。）までに公表する。 

２ 契約担当者は、契約締結後、開札結果表に予定価格及び最低制限価格を書込

み、閲覧等の方法により公表する。 
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 （入札までの日数） 

第 15 条 契約担当者は、公告の日から入札を執行するまでの日数は、建設工事

に係る制限付き一般競争入札実施要領（平成19年４月１日施行）第 20 条に準

じて設定する。 

 

（契約の確定） 

第 16 条 契約は、契約担当者と落札者の双方が契約書に記名押印したときに確

定する。 

２ 一般競争入札において、落札者が契約締結までの間に対象業務の入札公告に

掲げた入札参加資格を一つでも満たさなくなった場合は、契約を締結しない。

また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとし、その旨を

公告において明らかにする。 

 

（補則） 

第 17 条 この要領に定めがない事項については、兵庫県電子入札運用基準及び

関係諸規程の定めるところによる。 

 

附 則 

   この要領は、令和５年 10月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和５年 11月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は、令和７年 11月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は、令和８年１月１日から施行する。 

附 則 

   この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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【別紙】 

 

１ 森林整備の実績（※1前年度） 

業務の内容 
契約金額 

契約件数 

森林整備 

（簡易な施設を含む） 

  千円 

 

１２３，４５６ 

 

件 

 

１５ 

１ 前年度とは、届出書の提出日が属する県の会計年度（4月 1日～翌年 3月 31日）の直前の県

の会計年度１年間をいいます。 

 

２ 前年度に完成し、引き渡しを行った森林整備の最終契約額の合計を記入して下さい。 

 

３ 国、県、市町、（公社）ひょうご農林機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備セ

ンター（旧緑資源機構）が発注した森林整備工事の実績の合計を記入してください。 

 

４ 森林整備とは、森林で行う地ごしらえ、植栽、下刈り、施肥（追肥を含む）、除伐、間伐、枝

落とし等をいいます。簡易な施設とは、森林で施工する獣害防止柵、柵工、筋工、階段工、歩

道等をいいます。 

街路や公園内での森林整備は含みません。 

 

５ 金額は千円単位で記入してください。（千円未満切り捨て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 載 例 

※5 
※4 
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２ 主な森林整備の実績一覧表（前年度） 

発注者名 契約業務名 
業務の 

場所 

主な業務 

内容 
契約額 

契約 

年月日 

（記入例） 

兵庫県 

 

保育事業 

保安林改良事業 

○○市 

○○町 

下刈り 

本数調整伐 

  千円 

 

12,000 

 

R4.7.12 

（記入例） 

（公社）ひょ

うご農林機構 

里山防災林整備 
○○市 

○○町 

獣害防止柵 

木柵 

 

 

5,000 
R4.10.20 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

１ 前年度とは、届出書の提出日が属する県の会計年度（4月 1日～翌年 3月 31日）の直前の県

の会計年度１年間をいいます。 

 

２ 前年度に完成し、引き渡しを行った森林整備の最終契約額を記入して下さい。 

 

３ 本表には国、県、市町、（公社）ひょうご農林機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構森

林整備センター（旧緑資源機構）が発注した森林整備工事の実績を記入して下さい。 

 

４ 契約額が大きい順に、５契約分を記入して下さい。 

 

５ 発注者名は、国、県、市町、（公社）ひょうご農林機構、国立研究開発法人森林研究・整備機

構森林整備センター（旧緑資源機構）を記入して下さい。 

 

６ 業務の場所は市町名を記入して下さい。 

 

７ 主な業務内容は、地ごしらえ、植栽、下刈り、施肥（追肥を含む）、除伐、間伐、枝落とし、

獣害防止柵、柵工、筋工などを記入して下さい。 

 

８ 契約年月日は、発注者との当初契約日を記入して下さい。 

 

９ 契約書（当初・変更）の写しと工事内容が確認できる書類（内訳表・明細表等）を添付して

下さい。 
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３ 技術者等の内訳                 

 

（１）－１ 管理技術者・現場技術者数 

種 別 氏  名 取得年度 
実務経験 

年  数 
資 格 名 

管理技術者 

兵庫 太郎 H29 5 林業技師 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

現場技術者 

兵庫 太郎 H29 5 フォレストマネージャー 

兵庫 次郎 H26 8 

○○○○○ 

他府県で取得した場合、 

その資格名を記載 

兵庫 三郎 H30 4 兵庫県森林整備士 
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１ 林業技士とは、社団法人日本森林技術協会の定める林業技士の登録を受けた者をいいます。 

２ 技術士とは、技術士法の定める国家試験（技術士第二次試験）に合格し、技術士法第 32 条１

項の定めによる登録を受けた者をいいます。 

３ 技術士補とは、技術士法に定める国家試験（技術士第一次試験）に合格し、技術士法第 32条 

2 項の定めによる登録を受けた者をいいます。 

４ 兵庫県林業作業士とは、兵庫県知事、財団法人兵庫県営林緑化労働基金（林業労働力確保支

援センター）から林業作業士であると認定を受けた者をいいます。 

５ 兵庫県森林整備士とは、社団法人兵庫県林業会議、兵庫県森林組合連合会から森林整備士で

あると認定を受けた者をいいます。 

６ フォレストワーカー(林業作業士)とは「研修終了者に係る登録制度の運用について」に基

づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者をいいます。 

７ フォレストリーダー(現場管理責任者)とは「研修終了者に係る登録制度の運用について」

に基づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者をいい

ます。 

８ フォレストマネージャー(総括現場管理責任者)とは「研修終了者に係る登録制度の運用に

ついて」に基づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された

者をいいます。 

９ 資格要件の森林整備業務に関する実務経験年数は、「兵庫県森林整備業務入札参加者選定要

綱」第２章第１条に既定の「Ａの整備内容」相当とし、次の実務経験を有する者とし、①５年

以上とする場合は、『資格名』に修了した高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関する学

科・科目を、②10年以上とする場合は『資格名』に「森林整備業務経験 10年以上」と記載し、

これまでの実務経験がわかる資料を任意様式※で添付してください。 

 ①５年以上：高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関する学科・科目を修了した者 

 ②１０年以上：上記①以外の者 

 ※実務経験資料の例(実務内容の期間毎に整理してください。) 

氏名 実務内容 実務期間 実務年数 

10 管理技術者の各資格に対する人数は重複して記入できません。 

（例）Ａさんが林業技士と技術士の両方を持っても、どちらか一方の資格を選んで記入して下

さい。 

11 現場技術者の各資格に対する人数は重複して記入できません。 

（例）Ｂさんが林業作業士と森林整備士の両方を持っていても、どちらか一方の資格を選んで

記入して下さい。 

12 管理技術者と現場技術者は重複して記入できます。 
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 （例）Ａさんが林業技士と技術士の資格に加えて、林業作業士と森林整備士の資格を持って 

いる場合、Ａさんの名を管理技術者欄に記入した上で、現場技術者欄に林業作業士と森林 

整備士のどちらか一方の資格を選んでＡさんの名を再記入できます。 

13 資格については、免許や認定等を証する書面の写しを添付して下さい。 

14  現場技術者に相当する他府県等で取得した資格については、資格名欄にその資格名を記載す

ると伴に、資格を取得した研修内容等がわかる書類を添付して下さい。 

15  実務経験年数は、森林整備に従事した年数を記入して下さい。 

16 常時雇用者に限ります。 

17 記入する枠が足らない場合は、行を追加して記入して下さい。 
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（２）作業班の数 

年間 60日以上就業できる作業班数 

 

                                    2班 

 

 

１ 作業員とは、現場で森林整備を実施するのに必要な技術を有する作業員をいい、作業班とは、

その作業員で構成されるものとします。 

 

２ 作業班とは、１名の班長と２名以上の班員で構成されるものとします。 

 

３ 前年度の臨時的就業者数の実績を考慮して、今年度も年間 60日以上の就業が可能な作業班数

を記入して下さい。 

 

４ 落札後、森林整備工事の契約前に、作業班の数と作業員の氏名（社会保険証、賃金台帳、雇 

用契約書、就業協定書のいずれか）を確認する場合がありますので、確実に年間 60日以上就 

業可能な作業班数を記入して下さい。 

  なお、雇用契約、就業協定については、森林整備工事の契約前に結ばれたものでなければい

けません。 
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４ 退職金制度への加入状況 

技術職員数 退職金制度加入者数 

 

 

20 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

１ 技術職員数には（管理技術者、現場技術者、作業員など）の保険加入対象者を記入し 

て下さい。 

 

２ 退職金制度とは、林業退職金共済、中小企業退職金共済、建設業退職金共済、営林緑 

化労働基金、独自の退職金積み立て等をいいます。 

 

 

 

  森林整備に従事する管理技術者、現場技術者、作業員に対し退職金が 

 支給される制度に加入しているか、加入していないかの調査です。 

  退職金名は問いません。 
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５ 安全管理の状況 

 

（１）労働災害発生件数（前年度、前々年度）             単位：件数 

年 区 分 森林整備 建設工事 

前々年度 

 

1 

 

 

0 

前年度 

 

0 

 

 

1 

 

合計 

 

1 

 

1 

１ 休業４日以上の労働災害件数を記入して下さい。 

 

２ 前々年度、前年度とは、届出書の提出日が属する県の会計年度（4月 1日～翌年 3月 31日）

の直前の県の２会計年度をいいます。 

 

３ 建設工事（土木工事、建築工事等）で発生した労働災害も記入して下さい。 

 

 

（２）施工、品質、安全管理の体制 

資  格  種  別 人数（人） 

1級土木施工管理技士 3人 

2級土木施工管理技士 1人 

1級造園施工管理技士 2人 

  

 

  

 

                

計 

 

6人 

１ 施工、品質、安全管理等が出来る資格保持者を記入し、免許や認定等を証する書面の写しを

添付して下さい。 

 

２ 施工、品質、安全管理等が出来る資格保持者とは、施工管理技士等（土木、建設機械、造園

等）をいいます。 

  

３ １人で複数の資格を有する場合は、資格種別の欄に該当する資格毎に記入してください。 

なお、前項３の(1)で記入していただいた、管理技術者、現場技術者に必要な資格要件（林業技

士、森林整備士等）についての記入は必要ありません。 
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健康保険 厚生年金保険 雇用保険

健康保険 ○○健康保険組合

１０人 厚生年金保険 ■■■■■　▲▲▲▲▲

（　　３人） 雇用保険 ●●●●●●●●●●●-●●●

健康保険 本店一括

５人 厚生年金保険 本店一括

（　　１人） 雇用保険 本店一括

健康保険

人 厚生年金保険

（　　　人） 雇用保険

健康保険

人 厚生年金保険

（　　　人） 雇用保険

健康保険

人 厚生年金保険

（　　　人） 雇用保険

合計 人

（　　　人）

　（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載すること。

　すること。

７　「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただし、厚生年金保険法第

　８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載すること。

８　「事業所整理記号等」の「雇用保険」の欄については、労働保険番号を記載すること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律

　載すること。ただし、健康保険法第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載

　用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については、記入を

　要しない。

４　「保険加入の有無」の「厚生年金保険」の欄については、従業員が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年金機

　構に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の厚生年金

　保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。ただし、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第８条の２第１項の規定による

　一括適用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については、

　記入を要しない。

５　「保険加入の有無」の「雇用保険」の欄については、その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となつたことについての公共職業安定所

　の長に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が１人も雇用されていない場合等の雇用保険の適用

　が除外される場合は「３」を記入すること。

６　「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあつては健康保険組合名）を記

　健康保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。ただし、健康保険法（大正11年法律第70号）第34条第１項の規定による一括適

記載要領

１　「営業所の名称」の欄は、別記様式第一号別紙二に記載した順に記載すること。

２　「従業員数」の欄は、法人にあつてはその役員、個人にあつてはその事業主を含め全ての従業員数(建設業以外に従事する者を含む。)を

　記載すること。（　）内には、役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む。）の人数を内数として記載すること。

３　「保険加入の有無」の「健康保険」の欄については、従業員が健康保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年金機構又は健

　康保険組合に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の

本店 1 1 1

姫路支店 1

【記載例】

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

営業所の名称 従業員数
保険加入の有無

事業所整理記号等

営業所一覧表に記載した
順に記載すること。

各営業所ごとに、役員又は個人事業主
を含め、使用されている全ての人数に
ついて記載すること。
( )内には従業員数の内、役員、個人事
業主（同居の親族である従業員を含
む。）を記載すること。

各営業所ごとに、各保険

に加入している場合「１」、

加入していない場合「２」、

適用除外の場合「３」を記

載すること。

健康保険：事業所整理記号及び
事業所番号（健康保険組合の場
合は、健康保険組合名）

厚生年金保険：事業所整理番号
及び事業所番号

雇用保険：労働保険番号
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( ) 

( -1) ( -2)

( ) 
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33



( -2 ) 

-2

-2

34



( -1 ) 

-1

-

-1

35



-1 ( ) 

36



-2 ( ) ( ) 
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参考　厚生労働省：労働保険適用事業場検索サイト
　　 雇用保険の適用状況を確認することができるサイト

https://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/workplaceSearch
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